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３月中の給水装置工事の申込みについて 

    

道路掘削を伴う給水装置工事については、警察の道路使用許可及び地元総代への工

事通知、年度の切り替わりにより、原則として３月中の申込書の受理はいたしません

のでよろしくお願いします。 

但し、３月末日までに給水装置工事（本舗装まで）が完了（提出書類も含む）する

申請については、受理します。（４月１日より加入者分担金改正のため今年度は考慮

します。） 

また、３月中であっても４月１日付けの申込みで受付します。 

  

 

給水装置（一般用専用栓・加入者分担金）の料金が平成２６年４月１日より金額が

下記にとおり改正されます。（消費税５％→８％に改正する。）   

 

記 

旧金額        改正後金額 

口径１３ｍｍ    ６９，３００円 →    ７１，２８０円 

口径２０ｍｍ   １５７，５００円 →   １６２，０００円 

口径２５ｍｍ   ２５２，０００円 →   ２５９，２００円 

口径４０ｍｍ   ６５１，０００円 →   ６６９，６００円 

口径５０ｍｍ １，０２９，０００円 → １，０５８，４００円 

口径７５ｍｍ ２，３１０，０００円 → ２，３７６，０００円 
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